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１．開  会 

○事務局（三井子ども企画部長） それでは、定刻になりましたので、平成１９年度札幌市次世代

育成対策推進協議会会議を開催いたします。 

本日は、お忙しい中をお集まりいただきまして、大変ありがとうございます。 

私は、当協議会の事務局を担当しております子ども企画課の三井と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。 

本日、内田委員、坂本委員、富田委員、森田委員、渡辺委員、湯浅委員、細川委員、野田委員

の８名の委員は都合により欠席の旨、ご連絡をいただいておりますことをご報告いたします。 

また、このたび、３名の委員がかわられまして、本日ご出席の委員につきましてはお手元に委

嘱状を置かせていただいております。委嘱期間は、この協議会の設置要綱により、前任者の残任

期間であります来年３月３１日となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

２．あいさつ 

○事務局（三井子ども企画部長） 議事に入ります前に、子ども未来局長からあいさつがございま

す。よろしくお願いします。 

○事務局（八反田子ども未来局長） 子ども未来局長の八反田と申します。 

開催に当たり、一言ごあいさつを述べさせていただきたいと思います。 

皆様には、本当にご多用の中、お繰り合わせご出席を賜りまして、まことにありがとうござい

ます。 

 また、日ごろから札幌市の次世代育成支援という面でそれぞれのお立場からご理解とご協力を

賜っておりますことに厚くお礼を申し上げます。 

本日は、議題として３件ございます。 

例年はもう少し早い時期にこの協議会を開催しておりますが、一つ目は、さっぽろこども未来

プランの進捗状況をご報告させていただきたいと存じます。二つ目としては、ただいまパブリッ

クコメントにかけております第２次札幌新まちづくり計画の政策目標１に「子どもを生み育てや

すく、健やかにはぐくむ街」というものを掲げてございまして、その内容について、後ほど部長

から詳しくご説明させていただきたいと思います。 

この２次新まちの政策目標１には、保育や子育てということはもちろんなのですが、それだけ

ではなくて、妊婦健診の公費負担の拡大の問題や乳幼児医療費の就学前の原則無料化、奨学金の

対象の拡大、あるいは住宅政策の面で子育て支援の側面を出すということで、全庁を挙げて子育

て支援として何ができるかということをそれぞれの立場で練り上げて、このプランを皆様にお諮

り申し上げているところでございます。 

パブリックコメントを求めているところでございますので、本日、いろいろとご意見を賜りま

すのとあわせて、皆様のお知り合いの方にもぜひご意見を賜るようお願いを申し上げたいと思い

ます。 

次世代育成支援は、いろいろな観点からさまざまなことを言われるところでございますが、本
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年６月に厚生労働省から発表された合計特殊出生率では、ようやく上向きの傾向が見えたところ

でございますけれども、これを傾向と言っていいのかどうかということについては、まだまだわ

からないところが多いかと思います。 

金子座長の方から少子化のいろいろな側面が複雑に絡み合った結果の数値であるということを

後ほどお話しいただけるというふうに伺っておりますが、私どもとしては、本当に健康で出産で

き、そして、また医療面でもサポートをいただける、それから生まれてきた子どもたちが自分た

ちの夢と希望を持ちながら健やかに育つことができるということに向かって、子ども未来局、そ

れから全庁を挙げて取り組んでまいりたいと思いますので、いろいろとご意見を賜りたいという

ことをお願い申し上げまして、冒頭のごあいさつとさせていただきます。 

どうかよろしくお願い申し上げます。 

○事務局（三井子ども企画部長） ありがとうございました。 

 

  ◎資料の確認 

○事務局（三井子ども企画部長） ここで、資料の確認をここでさせていただきたいと思います。 

先に送付させていただきました資料は資料１、資料２、資料３－１、資料３－２でございますが、

そのうち、資料３－２に訂正がございますので、差しかえということで机の上に置かせていただ

いております。そのほかに、資料４として、「（仮称）放課後子どもプラン（実施計画）につい

て」とさっぽろ市民子育て支援宣言のパンフレットを置かせていただいておりまして、全部で６

種類の資料になりますけれども、お手元にございますでしょうか。 

 それでは、以後の進行につきましては、座長にお願いしたいと思います。金子座長、よろしく

お願いいたします。 

 

３．議  事 

○金子座長 毎年一度だけお会いするこの協議会でございますが、ことしは夏ではなくて晩秋に

ということになりました。その理由は、今、局長がおっしゃったとおりでございます。 

もともと、私どもがプランをつくったのは小泉内閣のときでありましたから、そこから数えて、

安倍内閣が終わって、今は福田内閣というふうに国の方でも非常に大きな変化が生じております。 

最近では、少子化についての国レベルの話がマスコミに余り出てこないような印象を私は強く

持っていまして、こういう時期こそ、地方で具体的に新しいことまで含めて考えていくいいチャ

ンスではなかろうかと思っておりますので、ぜひ、皆様方には本日の進捗状況や新しいまちづく

り計画の中での子育て支援についてのご説明を受けた後でご意見を賜りたいというふうに思いま

す。 

それではまず、議事（１）さっぽろ子ども未来プランの実施状況についてのご説明をいただき

ます。 

事務局の方から、よろしくお願いいたします。 
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● 「さっぽろ子ども未来プラン」の 19 年度実施状況について 

○事務局（三井子ども企画部長） それでは、さっぽろ子ども未来プランの実施状況についてご

説明をさせていただきたいと思います。 

お手元の資料１の総括表に基づきましてご説明させていただきたいと思います。 

まず、総括表の見方でありますけれども、この資料のつくりといたしましては、見やすさ、連

続性を考慮しまして、これまでのものを踏襲しているところでございます。 

まず、上段には、このプランの目指すべき目標であります基本理念とプランの策定や個別事業

を実施する際に特に留意すべき三つの基本的な視点を改めて載せさせていただいております。 

次に、その右側に二つの表がございますけれども、合計特殊出生率の推移と本市の出生率の推

移であります。 

平成１８年度の全国の合計特殊出生率は１．３２と前年より０．０４上がり、北海道も前年よ

りも０．０５上がり１．１８となっております。 

札幌市の数値は今月末に発表されることになっておりますが、出生数を見ますと５４７人増加

しておりますので、全国や北海道の傾向を見ますと、平成１７年は政令市の中で最低の０．９８

だった本市の合計特殊出生率も、これまでのデータからすれば若干上昇するのではないかという

ふうに推測しているところでございます。 

以降、実施状況ということになります。 

プランに掲載されている事業の担当部局に平成１８年の実施状況などについて照会し、その回

答をもとに作成しております。回答について、すべてを取りまとめたものがお手元にある６０ペ

ージに及ぶ資料２でございます。この膨大な資料の中の抜粋の概要ということになります。 

次に、総括表の見方でございますけれども、五つの基本目標ごとに、基本施策と、市民から見

て基本施策名からその個別事業を連想しやすいものや事業実績が指標としてわかりやすいもの、

また、平成１８年度に事業の内容が拡充されたものなどをそれぞれの基本施策の代表的な個別事

業としてここに掲載し、その右側にそれぞれの事業の指標とその指標の初期値、平成１６年度の

実績、平成１７年度の実績、平成１８年度の実績、そしてプランの目標年次としている２１年度

の目標を載せているところです。 

なお、太いかぎ括弧につきましては指標を設定している事業ですけれども、普通のかぎ括弧は

指標がない事業というような表記方法をとっております。 

また、その右側に水色の破線囲み部分には、１９年度の主な取り組みということで黒丸がつい

ております。さらに、このプランの策定後、平成１９年度に新たに追加された新規事業は青四角

で記載しております。さらに、統合または廃止された事業を赤三角ということで水色の点線囲み

の中に記載しているところでございます。 

ただし、新規事業については、後ほど、別途、簡単に触れさせていただきます第２次新まち計

画に係る事業につきましては、現時点では未確定でありますので、ここでは記載しておりません。

ご了承をいただきたいと思います。 

なお、この欄の黒丸、青四角、赤三角の次にある数字は、ここの基本目標と基本施策を表して
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いる番号になります。 

さらに、その右側の黄色字の部分になりますけれども、基本目標全体の実施状況として平成１

８年度と１９年度の予定をまとめているところでございます。 

前段の説明が長くなりましたが、早速、基本目標１、健やかに生み育てる環境づくりからご説

明したいと思います。 

まず、基本施策１の安全な妊娠、・出産への支援につきましては、１７年１０月から開始した

不妊治療支援事業でありますが、１８年度に特定不妊治療費の助成期間を５年間に延長しており

ます。この事業は、計画上、指標・目標の設定をしておりませんけれども、実績として特定不妊

治療費助成件数を記載しておりまして、１８年度の助成件数は前年度の２８３件から３８１件に

伸びているということです。 

次に、基本施策２の育児不安の軽減と虐待発生予防への支援につきましては、医療機関から育

児支援が必要と思われるケースの情報を受けて家庭訪問を実施する保健と医療が連携した育児支

援ネットワーク事業です。こちらも指標・目標の設定をしておりません。１８年度の実績として

３３９件の情報提供があり、３１２件の家庭訪問を行っており、前年度に比べて１００件近い増

となっております。 

次に、基本施策３の子どもと母親への健康支援につきましては、乳幼児健康審査を実施してお

り、それぞれの受診率については若干の増となっておりますけれども、実施体制を効果的、効率

的に変更し、実施したところであります。 

基本施策４の小児医療の充実につきましては、長期療養児支援として、療育相談事業及び日常

生活用具給付事業を開始したところであります。 

以上が基本施策ごとの１８年度の実施状況の概要になります。 

次に、１９年度の個別事業に関する特記事項、水色点線囲みの部分です。 

これにつきましては、妊婦一般健康診査の公費負担回数の拡大、不妊治療支援事業の助成金額

の拡充及び対象世帯の所得制限の緩和、そして、これまで第１子を中心に実施していた新生児訪

問を全出生時に拡大した母子保健訪問指導事業を記載しております。 

そして、基本目標のまとめとして、１８年度は、特定不妊治療費助成の拡充を行い、乳幼児健

康診査を効率的な実施体制に変更するなどの充実を図り、安全な妊娠、出産や育児不安軽減、児

童虐待予防に努めたというふうにいたしました。 

また、１９年度の予定として、妊婦一般健康診査公費負担回数増や新生児訪問の全出生児への

拡充など、健やかに生み育てる環境のさらなる充実を図るとしたところであります。 

以上が基本目標１のご説明でございます。 

続きまして、本来であれば、以後の基本目標につきましても同様にご説明すべきというふうに

思いますけれども、時間等の関係もございますので、基本目標２以降につきましては、水色点線

の１９年度の特記事項とその右側のまとめを中心にご説明させていただき、必要によって個別事

業等に触れさせていただきたいと思います。 

それでは、次の基本目標２には、地域、区、全市の３層構造による子育て支援の展開を含め、
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五つの基本施策でございます。 

ピックアップして記載させていただいた事業とその実施状況についてはご説明を省略させてい

ただきたいと思いますが、水色破線内の特記事項のところをご覧いただきたいと思います。 

まず、基本施策１、３層構造による子育て支援の展開につきましては、これまで立ち上げ支援

を中心に進めてきた子育てサロンですが、立ち上がった子育てサロンに対して、安定した運営を

支援するため、助成金の支給を始めました。また、４カ所目の区保育子育て支援センターを４月

に東区に開設したところであります。 

基本施策２、経済的支援の取り組みにつきましては、法令改正により３歳未満の児童１人につ

き児童手当額が一律１万円に引き上げられたところであります。 

基本施策４の事業として、待機児童の解消に向けた認可保育所整備事業を引き続き定員増に向

けて整備を行うとともに、乳幼児健康支援デイサービス事業実施の１施設増とミニ児童会館の１

１館整備を実施いたします。 

また、基本施策５、特別な援助を要する家庭の支援の事業の一つである重度身体障がい者自助

具給付事業は１８年９月をもって廃止しております。１８年度のことではございますけれども、

唯一の廃止事業ということでありますので、ここに記載させていただいております。 

なお、基本目標２につきましては、第２次新まちづくり計画事業のうち、１９年度スタートの

新規事業が７事業加わることになる予定でございます。 

次に、右の欄のまとめになります。 

１８年度は、４月に３カ所の区子育て支援センター、愛称ちあふるを開設し、全市、区、地域

レベルでの子育て支援体制の骨格が整い、地域主体の子育てサロンの箇所数の伸びも堅調であっ

た。保育所については７５０人の定員増を図った一方、延長保育や一時保育は計画を下回る実施

数となったというふうにまとめております。 

また、１９年度の予定としては４月に東区保育子育て支援センターちあふる・ひがしを開設し、

地域主体の子育てサロンの立ち上げ支援に加え、運営支援のための助成金を支給するなど、子育

て支援体制の充実を図る。保育所定員は２７０人増を予定し、また、乳幼児健康支援デイサービ

ス、新規１施設、ミニ児童会館１１館整備については本プランの整備予定数を達成する見込みだ

というふうに記載しております。 

次に、資料の２ページ目になります。 

基本目標３の豊かな子ども時代を過ごすための社会づくりについてでございます。 

この基本目標には、子どもの権利を尊重する社会風土の醸成を含めて三つの基本施策で構成し

ております。 

まず、基本施策３の表中にあります子どもアシストセンターの相談件数を見ていただきたいの

ですけれども、相談件数が１７年度の１，７８１件から１８年度は３，９６０件と２倍以上にな

っております。 

これは、いじめが大きな社会的関心を集めたのを受けて、子どもの相談窓口について大規模な

周知を図った結果、非常に目立った数値の増というふうになっております。 
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特記事項といたしまして、札幌市子どもの権利条例の制定及び推進について記しております。 

これらを受けて、右側のまとめにつきましては、１８年度は、いじめ等の関心の高まりを受け、

児童生徒へ相談先の周知を図った。札幌市子どもの権利条例については賛成少数により否決され

たといたしまして、１９年度の予定は、子どもの権利については一層の周知を図るとともに、子

どもの権利条例検討会議を設置し、権利侵害からの救済制度を中心に条例ついて審議を行う。そ

の他、児童虐待防止や子どもに関する相談支援について各事業を確実に実施するというふうにし

ております。 

続きまして、基本目標４の次代を担う心身ともにたくましい人づくりについてでございますが、

五つの基本施策で構成しております。 

特記事項といたしまして、子ども向け都市計画普及本「ミニまち」という名前なのですけれど

も、札幌のまちがわかる小さな本を配布し、「ミニまち」を活用した講座等により、将来のまち

づくりを担う人材を育成する市民との協働による都市計画普及事業と子どもたちに食と農の大切

さを学んでもらう子ども体験農園事業を新たに追加いたしました。 

また、１７年度に中学校、高校全校に配置を完了したスクールカウンセラーですけれども、１

９年度から小学校での活用を検討しますというふうに記載しております。 

また、基本目標４には新まち計画の５事業が新たに加わることになる予定でございます。 

次に、まとめとしまして、１８年度は、子どもの体験機会を広げる事業や企画参加型事業、思

春期の健康教育などが幅広く進められた。家庭、学校、地域の連携や開かれた学校づくりなど、

学校における取り組みも着実に進められているとしまして、１９年度の予定は、子どもの体験機

会を広げ、企画・参加する事業の充実を図るとともに、不登校対策事業におけるスクールカウン

セラーの小学校への派遣などにも取り組むというふうにいたしました。 

次に、基本目標５、子どもと子育て家庭にやさしいまちづくりについてでありますが、二つの

基本施策がございます。 

この基本目標については、個別事業の実績、特記事項は記しておりませんけれども、確実に各

事業を進めていることから、まとめとして、１８年度は子どもの安心・安全を社会で見守る環境

づくりを着実に実施したというふうにして、１９年度の予定として、引き続き生活空間の整備を

図るとともに、学校や地域での子どもの安全を守る取り組みを継続するというふうにいたしまし

た。 

以上が基本施策ごとの説明でございます。 

最後に、基本目標１から５の総括として、プラン全体の課題として２点上げておりまして、そ

の下に、文字を大きくいたしまして課題に対する対応を記載しております。 

まず、課題の一つ目として、プランの３年目に当たる１８年度も各施策に沿って事業が実施さ

れており、１９年度も引き続き着実な事業の展開が見込まれている。しかしながら、市民意識調

査では、札幌市は子育てをしやすいまちだと思う人の割合は、平成１１年度に比べて減少してい

る現状にあるということを課題といたしました。 

子ども未来プランは各事業について可能な限り目標事業量を設定しております。２００以上あ
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る事業のうちの半分以上に目標を設定しているわけでございますけれども、プラン全体の成果を

図る指標は設定しておりません。 

この点につきまして、昨年度、次世代育成支援推進協議会の中で、プラン全体の進捗を表す目

標設定を行うことが大事ではないかという意見も出ております。 

そこで、一つの対応といたしまして、札幌は子どもを産み育てやすいまちかという市民意識調

査の結果をプランの進捗管理上の指標として考えまして、ここに参考データとして記載したとこ

ろでございます。 

ただ、この結果を見ますと大変残念ですけれども、これまで行政としても各施策・事業を、未

来プランに沿って、またはそれ以上に頑張ってきたという評価をしているところですけれども、

市民の実感としてはそれがなかなか反映されていないという現実がありますので、これを謙虚に

受けとめて課題というふうにいたしました。 

次に、課題の二つ目になります。 

個々の事業にあっては、市民ニーズや社会情勢に合わせて事業の拡充や実施に当たっての改善

も行われ、また、本プランでの２１年度までの目標事業量が１９年度で達成される事業もある一

方で、目標事業量の達成が見込めない事業もあり、見直し、再検討が必要となってきているとい

うふうにまとめさせていただきました。 

こちらにつきましては、例えば、１枚目の基本目標２の基本施策４にあります休日保育事業や

ミニ児童会館事業などの進捗がおくれている、進んでいるという事業の代表例かと思います。 

これらの課題を受けまして、今後についてまとめたものを総括の最下段に記載させていただい

てところでございます。 

ここでは、「今後は、本プランの着実な推進を図るとともに、上記の課題を踏まえて、札幌市

の新しい中期実施計画『第２次新まちづくり計画（平成１９年度～２２年度）』における政策目

標、『子どもを生み育てやすく、健やかにはぐくむ街』において、成果指標を設定したうえで事

業の重点化を図り、次世代育成支援対策をより積極的に推進することさせていただきました。 

子ども未来プランは、いわゆる子育てと子育ちの両面を総合的に支援するために平成１６年度

に策定した計画でございますけれども、同年度に策定いたしました札幌新まちづくり計画では、

子育てと子育ちは二つの基本目標に分かれておりました。具体的には、基本目標「共生の街札幌」

の中の重点戦略課題として「少子化対策の推進」があり、また、基本目標「人をはぐくむ街札幌」

の中の重点戦略課題として「自立した市民を育てる教育の推進」といふう二つに分かれておりま

した。 

ただし、現在、先ほど局長の方からも説明がありましたが、現在、パブリックコメントに付し

ている第２次新まちづくり計画におきましては、政策目標１に「子どもを生み育てやすく、健や

かにはぐくむ街」というものを掲げて、子育てと子育ちの両方の施策をここでカバーするという

意味で、子ども未来プランとの整合性が図られましたので、このまちづくり計画の政策目標１を

未来プランの見直しや事業の重点化と位置づけて、計画づくりを我々として進めてきたところで

ございます。 
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その重点化などを図った第２次新まち計画の概要につきましては、この後、別途ご説明させて

いただくことにしたいと思っております。 

以上、雑駁ではございますけれども、子ども未来プランの実施状況の説明とさせていただきま

す。 

 

● 意見交換 

○金子座長 ありがとうございました。 

それでは、委員の皆様からご意見、ご質問を出していただければと思いますが、いかがでしょ

うか。 

全体的なものでも、個別的なものでも、例えば基本目標１について、２についてということで

もよろしいと思いますが、いかがでしょうか。 

細かい数字は資料２に記載されていますが、これは事前にお届けしていますから、今のご説明

について、あるいは事前に資料２をごらんになってのご意見、ご質問でもよろしいと思います。

いかがですか。 

○品川委員 本論とは多少ずれるかもしれませんけれども、今のご説明の最後の方で、一般市民

の方の評価が下がっているということに関する質問です。 

これは、平成１１年と１８年と別の調査になっていますけれども、属性に違いがあるのですか。

例えば、前回は乳幼児をお持ちの方だったのか、今回も同じような対象の方だったのかというあ

たりです。 

それから、子どもを産み育てやすい環境にあると思いますかというのは、いささか抽象的な感

じもありますので、例えば経済的な部分とか、子育てのサポートに関するものとか、そういうふ

うに細かく聞いているのかどうかというところを教えていただけますか。 

○事務局（三井子ども企画部長） まず、調査ですけれども、基本的には属性に大差はありません

で、２０代から６０歳以上までの男女ということで幅広く聞いております。 

 ただ、ポイントとして、今回の設問は、札幌市は子どもを産み育てやすい環境にあると思いま

すかという絶対評価的なイメージがあります。前回、１１年度の調査の設問は、札幌市は「地域

的に見て」子育てしやすい環境にあると思いますかというような相対評価のようなイメージにと

られたのかということもありますので、この設問が全くイコールだったかというと、微妙な違い

もありまして、そういうことでの差異はあるというふうに考えております。 

結果的には評価を２０ポイント程度落としているということですけれども、実は、この調査の

札幌市は産み育てやすいまちと思うかの４３．３％という数字は、国レベルでも調査をしていて、

日本は子どもを産み育てやすい国だと思うかという設問に対して、「そう思う」と「どちらかい

えばそう思う」という肯定的な回答が４７．６％という結果も出ております。また、同じ大都市

の福岡市でも同じような設問がありまして、これは属性がちょっと違うこともあって単純に比較

できないのですが、肯定的な数字としては４８．２％というような結果になっております。 

このように考えていきますと、札幌市の今回の４３．３％は、日本の平均よりも低目ですし、
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福岡よりも低いという意味では低目なのでしょうけれども、極端に低いということではないのか

なと考えております。 

それでは、平成１１年度の６３％というのは何だったのかというと、今となってはなかなか分

析が難しいのですけれども、これは相当高目に出た数字なのではないかという気がしております。 

そういった中で、今回は単純に比較できないということと、前回の６３％がなかなか説明でき

ないということも含めて、あくまでも今回の４３％を発射台として、これは実は毎年調査するこ

とになっておりますので、これから新まちづくり計画、そして未来プラン両方の進捗を、全体を

見るための参考数値というか目標数値として使い、毎年検証していって皆さん方にも報告し、数

値を上げる努力していきたいというふうに考えております。 

この評価は、本当は子ども未来プランなり、まちづくり計画というものだけを評価して、札幌

市の行政施策、子育て支援施策、少子化対策を評価できるか、進んでいると思うかというように

限定的に聞いているのではなくて、子育て、子育ちに関する経験や見方が全然違う２０代から６

０代、７０代の方までと年代層を広くとっておりますので、いろいろなポイントで判断されてい

るのだろうと思います。ですから、純然たる札幌市の施策だけを取り上げて評価ではないという

ことは我々もわかっております。ただ、この数値が前回よりも大きく落ちているということは謙

虚に受けとめながらも、これを出発点にして徐々に上げたいということで、未来プランにおいて

も参考指標としてこれから使いたいということでございます。 

○金子座長 いかがでしょうか。 

○品川委員 大体わかりましたけれども、要望として、ぜひ今度は、例えば児童を育てていらっ

しゃる方は大体どういう評価をされているのかということがかわるともっといいかなと思います。 

お願いいたします。 

○金子座長 調査をやっていると、今のようなことをぜひ知りたくなるのです。育てた経験のあ

る人とない人、あるいは、今育てている人と昔育てた人でもこの評価は随分と変わりますので、

単純に全部を一緒にしてこういう形で比較するのは非常に難しいのではないかと思います。です

から、これを唯一の、あるいは二つくらいの大きな成果指標だというふうにお考えにならない方

がいいのではないかというふうに私は思います。 

いかがでしょうか。 

これも含めて、ただいまのご説明についてのご質問、ご意見をお願いします。 

○長谷川委員 基本目標２、子育てを支援する仕組みづくりの１８年度の反省の中に、延長保育

や一時保育は計画を下回る実施数となったという記載があるにもかかわらず、１９年度の予定に

はそこら辺が何も触れられていません。子育てをしていて行き詰まり感があるときに、一時保育

を利用できるかどうかというのはすごく重要なポイントだと思うのです。その点について、原因

をどのようなに分析されているのかということと、１９年度はどのように進もうとされているの

かということをお聞きしたいと思います。 

○事務局（岡部保育課長） 保育課長の岡部です。よろしくお願いします。 

延長と一時につきましては、目標としている部分より若干下回ったという実績となりました。 
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その原因につきましては、今、民間の保育所を中心に実施主体を増やしていこうということで、

いろいろと保育所の実施主体に当たっているのですけれども、今現在、保育所に超過入所がある

という実態と、一時保育的なものをやるとすれば、保育所の経営の問題で、人員を増やしていか

なければならないとか、スペースの問題などで、新たにやっていきたいと手を挙げていただける

実施主体がなかなかなかったというところがあります。 

今後につきましては、公立保育所の部分で増やしていきたいというふうに考えております。民

間も、当然、そういったところに当たりますし、新規創設の保育所においては、延長も一時もや

っていただくというようなお話もさせていただいている状況でございます。 

○金子座長 ありがとうございました。 

長谷川委員、よろしいでしょうか。 

○長谷川委員 わかりました。 

たしか、去年、ボランティアというよりも、ある程度の対価も含めた形で子育て支援をする人

たちを増やしていこうという講座を札幌市でやられたと思うのですけれども、それとこれをつな

げていくような新たなイメージをお持ちかどうか、お聞きしたいと思います。 

○金子座長 今の質問について、お願いします。 

○事務局（吉田子育て支援課長） 子育て支援課長の吉田でございます。お世話になっております。 

 去年、地域の子育て支援を進めるに当たって、行政がやるべきことは当然進めていく、それに

プラスして地域においてどう進めていくのか、地域においては、地域住民の方、またはその中核

となる人材、核となる方が必要だというふうに考えております。そこで、私どもといたしまして

は、いわゆる子育てボランティアの方、それから、もうちょっと専門的な子育てアドバイザーと

いう方の養成も東京のＮＰＯに委託するような形で、今、いろいろと進めております。 

そういう人材をいろいろと拡大する中において、今、長谷川委員が言われたような一時保育ま

たは一般的な託児という部分についても、どんな形でそういうフィールドを広げていくことがで

きるのか、今、そういう方向性でいろいろ試行しているところでございまして、今ご意見があっ

たことを踏まえて検討していきたいと思っております。 

○金子座長 ありがとうございました。 

ほかにございますか。 

○貝塚委員 今、まさに子育てをしている状態なので、とても細かなことがいろいろとあります。 

まず、１点目は、妊婦一般健康診査が１回から５回にふえたということですが、これは市外の

病院では使えません。私は１人目から３人目まで全員石狩のエナレディースクリニックで産みま

したが、今、子どもを産む人は、自分の出産のニーズや理想に合った病院を選んでいると思うの

です。例えば、大きい病院とか、女性産科医とか、そういう形で選んでいると、その病院が札幌

市にあるか、例えば石狩市であるとか、そういったことはまた別の問題です。 

 また、実家に帰って産まれる方も多く、その場合、早い時期から帰られていて、健康診査はか

なりの回数を地方で受けられる方も多いと思うのです。妊婦一般健康診査の用紙を病院に提出す

ると、市外なので受けられませんと言われるのですが、後で領収書などを市の窓口に提出すれば
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返還されるといったような措置がとられれば、全ての妊婦さんが助成を受けられるようになりい

いのではないかと思います。 

次に、乳幼児の健康診査ですが、こちらも１００％ではないということですが、今は働いてい

る方が多いにもかかわらず、平日の午前中に行われていることが多いのも原因のひとつではない

かと思います。平日の午前中に限って言ったとしても、例えば兄弟がいることで、その時間帯や

日にちに行けない人も多いと思うのです。働いていれば休みをとらなくてはいけないとか、働い

ていなくても上の子のお迎え時間があるとか、また健診はかなりの時間待たされることが多く兄

弟を連れて行くととても大変です。 

私は、西区から北区に引っ越したのですが、西区はかなりスムーズに済むのに対して、北区に

行くととても時間がかかりました。何故そんなに違うのか聞いたところ、北区、東区は子どもの

数がとても多いということでした。 

その日に受ける子どもの人数によっても待ち時間がどんどん変わっていくということなので、

近くの小児科などと連携してもう少し受けやすく、スムーズに動くようにできないのかなと思い

ました。 

それから、西区では便利なところに住んでいたせいか、児童会館も割と近くにあり、保育所な

どもあり、子どもを連れての行動が楽だったのですけれども、今回、北区の新川西というところ

に引っ越して、小学校、中学校の予定地はあれど、一向に建つ気配がなく、もちろん児童会館も

なく、小学生も、幼稚園児も、乳幼児も行くところがないという状況に驚きました。今、新川西

の小学生はバスで通っているのですけれども、たくさん行き場のある地区もあれば、そういう穴

場的なところもあるので、児童会館を建てるまでいかなくても、何か民間のものを利用して小さ

いものでもできないのかと感じます。 

また、先ほど認可保育所の一時保育の利用の話が出たのですが、必要なときは大抵使えないの

が実情です。本当に煮詰まっているときや必要なときに、では、何日ならいいよと向こうから指

示される形でやっと使えるような状態なのです。半日料金というものもできたはずなのですが、

これはほぼ利用できなくて、保育所側からはならし保育のときしか使えませんという形で言われ

ました。半日料金ができて、料金が半分で気軽に使えるのかなと思ったら、実際は利用できない

ものだったのです。 

 今回、出産後、真ん中の子を預けようと思ったときに、出産後、安く預けられるのは１カ月ま

でだと言われました。ただ、出産後１カ月というのはあまり赤ちゃんを連れて歩けない時期だと

思います。保育所は送り迎えをしなければいけないので、赤ちゃんを連れても少し動けるように

なって、上の子が体力をもてあまして大変になり預けようというときには、（低料金では）もう

使えませんと言われてしまうのです。せめて出産前後３カ月ぐらいまで延ばしてくれるととても

助かるのにと思いました。 

それから、先ほど、学校教育の方で開かれた学校というお話がありました。幼稚園などでは近

くの小学校と交流があって、小学校に行く機会もあるようですが、その校区ではない子どもたち

も多くいるので、五、六歳のときに校区の小学校と交流できる場が年に何度かあれば、学校まで
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少し離れて住んでいたとしても、近くの小学生と知り合いになる機会も出来、１年生になったと

きに親ももっと安心して小学校に行かせられるのではと思います。 

それから、全体を通してのサポート面です。私がこの委員を始めたときは１人しか子どもがい

なかったのですが、１人には１人なりの大変なこともたくさんありました。それが２人、３人に

なると、ふえればふえるなりに大変なこともふえてきました。そのときに手助けしてほしいこと

があっても、それが金額的に倍々になっていくとなると利用は難しいのです。サポートを受けた

いと思っても、１家族幾らというものだったらいいのですが、１人に対して幾らということにな

ると、子どもを預けたいときにも手が出ないのです。 

例えば認可保育所のシステムのように、真ん中の子が全額であれば、上の子が半額で下の子が

無料とか、何か割引などがあるともう少し利用しやすいのではないかと思います。今の施策は一

人っ子に対してのものが多いのではないかというふうに感じました。 

 以上です。 

○金子座長 ありがとうございました。 

現在進行中のお立場からかなり具体的なご意見だったと思いますが、事務局の方で答えられる

範囲でご回答できればお願いいたします。 

○事務局（館石健康衛生部長） 最初に、妊婦一般健康診査に関するご意見についてお答え申し上

げます。 

今回、回数を拡充するに当たって、市民の皆様からそういう実態にあるという声を聞いており、

実際に石狩市にある医療機関で出産されている方がかなりおられる状況は伺っておりました。 

具体的な対応策はないかということで検討させていただいたのですが、健診としてだけみれば、

恐らく、他市の医療機関との連携ということも十分可能だと思うのですが、その際にあわせて配

慮しておくべき事項として、そこで何か異常が発見された場合に２次医療機関とどのように連携

をとっていただくか、あるいは、万一の事故が起こった場合にどのように対応するかという周辺

の問題まで含めて対応策を講じておく必要があります。 

現時点では、私ども行政と札幌市医師会との間では、そういった仕組みについての対応策が整

っている段階で、市外の医療機関まで一歩進めてというところまでは至っていないのが現状です。 

それから、乳幼児健診について、特に北区、東区で待ち時間が長いというご指摘でした。 

ご指摘のとおり、両区においては子どもの数が多いものですから、私どもも健診の実施体制に

ついてできるだけお待たせしないでできるようにということで見直し策を講じさせていただいて

いるのですが、実態として、確かに北区、東区でお待ちいただく時間が長い実態にあるというふ

うに聞いているところです。 

それから、かかりつけ医との連携によってもう少し効率的な方法はないかというご指摘があっ

たと思うのですが、確かにそれも一つの方法だろうと私どもも考えております。 

 しかし一方で、現在の乳幼児健診については総合健診方式をとっておりまして、内科的な疾患

の有無だけではなくて、例えば、歯や口腔内の異常があるかどうかとか、心理判定の先生と連携

をして、発達段階に異常がないかということも含めて総合的に診ております。個別の医療機関に
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お願いした場合には、別の歯科医療機関に行っていただいたり、心理相談を別に行っていただい

たりというデメリットも生じることから、一長一短がある中でどうあるべきかということを考え

ているところです。 

今後とも、いただいたご指摘を参考に、より受けやすい健診のあり方について検討を続けてい

きたいと思っております。 

○事務局（岡部保育課長） 一時保育の関係です。 

現在、札幌市内の１８７の認可保育所のうち、一時保育をやっているところは半分も満たして

いないというところがございます。先ほども申し上げたような実態でふえないというところがあ

ります。また、１施設当たり大体３名ぐらいの定員ということで、申し込んですぐにというふう

にならないところがあるので、先ほども申しましたように、今後、公立も含めてふやしていきた

いというふうに考えております。 

それから、１カ月の話でございますが、上のお子さんが保育所に入っていて、お子さんを出産

されて、一定の保育に欠ける状態にある産前産後の部分で、大体、出産後１カ月ぐらいという一

定の期間を見させていただいているのです。それより長くなると、保育に欠けないというような

考え方でやらせていただいております。要は、出産されて、お母さんが家に戻ることによって保

育に欠けない状態になるということですね。 

○長谷川委員 一時保育に使いたいということでしょう。 

○事務局（岡部保育課長） 一時保育については制限がありませんので……。 

○貝塚委員 産前産後１カ月間は一時保育を利用するときも料金が安いのですけれども、１カ月

を過ぎると普通の料金に戻ってしまうのです。そんなに値段が違うわけではないのですけれども、

出産前後はお金がかかる時期なので、少しでも安く預けたいと思うのです。今は１カ月を過ぎる

と普通の一時保育の値段になってしまうのですが、その期間が１カ月では短いのではないかと思

います。 

○事務局（岡部保育課長） 料金につきましては、要綱に基づきまして、札幌市の財政と、国の補

助の関係もありまして、それを勘案して決めさせていただいているところがございますので、ご

了解いただきたいと思います。 

○事務局（加藤生涯学習部長） 教育委員会の立場から２点ほどお答えしたいと思います。 

新川西地区にお住まいだということで、小学校も児童会館もないというお話でございましたけ

れども、あの地区は、お話にありましたように、小学校がありません。ただ、要望に対しては、

児童数と将来の見込みからして、あそこに学校を建てるかどうかについては基準に照らして非常

に難しいと回答してきております。平成１６年には、北区選出の議員全員を紹介議員とした請願

が市議会に出され、審査が行われましたが、審議未了廃案となったところです。 

また、児童会館もないということで、地域の方も大変深く認識されておりまして、平成１７年

からだと思いますが、あそこに家具屋がございますね。あそこで民間主体の子育てサロンができ

ております。○貝塚委員 月に１回しかないのです。 

○事務局（加藤生涯学習部長） その状況で十分かというと、必ずしもご要望に全部おこたえでき
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る形ではないかもしれませんけれども、そういうものも行われております。 

それから、学校との連携ということですけれども、教育委員会の方でも、開かれた学校という

ことで、地域の教育力や家庭の教育力との連携を目指してさまざまな取り組みを行っているとこ

ろでございますけれども、今言われたように、就学前のお子さんが学校との関係で何かというこ

とになると、今のところ、個別に学校の判断で授業が行われている場合もありますけれども、全

部が全部というような統一的な動きはないのではないかと思っております。 

不十分なお答えばかりで大変申しわけありませんが、現状はそういうことになっております。 

○金子座長 どうもありがとうございました。 

 ほかによろしいでしょうか。 

それでは、どうしたらいいのかという話については、きょうの議事の２番目にある新まちづく

り計画の中でも、政策目標１に子ども未来プランと同じようなものが位置づけられておりますの

で、次に、これをご説明していただくということでよろしいでしょうか。 

それでは、お願いします。 

 

●第２次札幌新まちづくり計画（案） 

 政策目標１「子どもを生み育てやすく、健やかにはぐくむまち」について 

○事務局（高屋敷子ども育成部長） 私の方から、第２次新まちづくり計画につきまして、概要を

ご説明申し上げます。 

資料３－１と３－２と二つございます。資料３－１は、新まちづくり計画の全体の概要につい

てまとめたものでございます。資料３－２は、そのうちの政策目標１、「子どもを生み育てやす

く、健やかにはぐくむ街」につきまして、ここに盛り込まれたすべての事業につきまして説明を

加えたものでございます。 

それではまず、資料３－１をお開きいただきまして、１ページ、２ページをごらんください。 

第２次札幌新まちづくり計画の計画期間は本年１９年度から２２年度までの４年間で、札幌市

としまして特に優先的あるいは重点的に実施します施策、事業を定める札幌市の中期実施計画と

なってございます。 

現在、計画案につきましては、パブリックコメントを実施しているところでございまして、１

２月には確定して公表する予定となってございます。 

この計画の中には５つの政策目標を設定しておりまして、その１番目を、次世代育成支援対策

でございます「子どもを生み育てやすく、健やかにはぐくむ街」としております。この政策目標

に係る部分を、策定して３年経過し前期の折り返しを迎えました子ども未来プランを補強し、さ

らに重点化するものと位置付けたいというふうに考えております。 

それでは、ページをめくっていただきまして、３ページ、４ページをごらんください。 

ここに、政策目標１の「子どもを生み育てやすく、健やかにはぐくむ街」の重点課題及びその

施策と成果指標を記載しております。 

政策目標の中には重点課題を二つ設けておりまして、一つ目は、左側の３ページ目にございま
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す「子どもを生み育てやすい環境づくり」、二つ目は右側４ページ目にございます「未来を担う

子どもが健やかに育つ環境の充実けとして、いわゆる左側が子育て、右側が子育ちというふうに

分かれてございます。 

重点課題ごとに５つの成果指標を設定しております。 

未来プランでは、各個別事業ごとに目標を設定しておりますけれども、施策を進めてあらわれ

る成果を見る指標を設けておりませんので、今後はこの成果指標についてもこの協議会において

ご報告させていただきたいというふうに考えております。 

この成果指標の一つ目には、先ほどお話をさせていただきましたけれども、子育てしやすいま

ちだと思う人の割合を挙げております。重要課題１の成果指標となっておりますけれども、政策

目標１及び子ども未来プラン全体の総合的な指標になるものと思っております。 

なお、この資料の５ページ目以降は、そのほか４つの政策目標の体系となっておりますので、

説明は割愛させていただきます。 

それでは次に、政策目標でございます「子どもを生み育てやすく、健やかにはぐくむ街」の事

業につきまして、資料３－２に基づきまして説明させていただきたいと思います。 

まず、資料の見方でございますけれども、重点課題の各施策ごとに事業が並んでございます。

この事業の横に四角で囲んだもの、あるいは網かけをした新規、既存というものがございますけ

れども、これは、いわゆる新規事業か、あるいは既存のレベルアップ事業かの別を示したもので

ございます。新規につきましては、新規と書いて黄色い色をつけてございます。 

 それから、新規事業の下には丸つき数字が入ってございますが、これは２０年度から開始する

事業という意味でございます。 

さらに、その下に２－３とか２－４と（番号を）振ってございますけれども、これは、未来プ

ランの計画体系の中におけます基本目標や基本施策の番号をあらわしております。 

それから、事業内容欄におきましては、点線の枠で補足説明を記しているところでございます。 

それでは、重点課題１、「子どもを生み育てやすい環境づくり」から説明させていただきます。 

この重点課題の中には、子育てと仕事の両立支援、子どもと母親の健康支援、さらに地域での

子育て支援の充実の三つの施策の柱を立ててございます。一つ目の施策の柱でございます子育て

と仕事の両立支援には、まず、新規事業といたしまして、この事業の１番目にございますワーク・

ライフ・バランス取組企業応援事業と、２ページ目の一番上にございます放課後子どもプランの

推進を計画してございます。 

ワーク・ライフ・バランス取組企業応援事業につきましては、子どもを生み育てやすい環境づ

くりを進める上で、企業におけます仕事と子育ての両立支援制度の整備や長時間労働の是正など

が不可欠であろうということで、ワーク・ライフ・バランスに取り組む、または、これから取り

組みたいという企業を札幌市独自の基準で認証し、それらに係ります企業の負担を助成金の支給

などで応援するといった事業になります。 

もう一つの新規事業でございます放課後子どもプランの推進につきましては、次の議題の方で

詳しくご説明させていただきたいと思います。 
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そのほかの事業につきましては、既存事業の拡充レベルアップでございますけれども、１ペー

ジ目の三つ目にございます多様な保育サービスの充実の中には休日保育事業が含まれておりまし

て、未来プランにおきましては、目標箇所数は２１年度までに５カ所としておりました。これま

で、実施箇所数増に向けまして努力を進めておりましたけれども、保育ニーズの検証が十分では

なく、また、財政面、運営面等の課題もございまして、赤枠で記載しておりますが、今回の計画

で平成２２年度までに３カ所、未来プランの計画期間の２１年度で言いますと２カ所ということ

で、未来プラン上の目標から下方修正させていただいております。 

ただ、１ページ目の最後ですが、下方修正させたものもございますけれども、例えば子どもの

放課後の居場所づくりにつきましては、大変進んでいるところでございまして、未来プランの目

標数を大きく超えるミニ児童会館の設置を計画しているところでございます。 

次のページの施策の柱ですが、子どもと母親の健康支援でございます。 

この施策には、新規事業はございませんけれども、妊婦健診の回数像や乳幼児医療費の原則無

料化、さらには全出生児を対象としました生後４カ月までの全戸訪問など、これまでの事業を拡

充、レベルアップしつつ、きめ細かな母子の健康支援をすることとしてございます。 

続きまして、３ページでございますが、施策の柱でございます「地域での子育て支援の充実」

でございます。 

 これまでも、未来プランに基づきまして地域主体の子育てサロンを推進してきたところでござ

いますけれども、さらに、さまざまな場や形での子育てサロンなどの交流の場を広げ、子育て家

庭を支えていくということで、この施策２は多くの新規事業を上げております。 

このうち、４ページの二つ目の事業になりますけれども、さっぽろ市民子育て支援宣言事業が

ございます。これから親になる方や子育て中の親子に対しまして、市民一人一人が自分でできる

ほんの少しの思いやりやお手伝いしたい気持ちを言葉と行動であらわすことを宣言、実行すると

いうことで、ことし９月から始めたものでございます。社会全体で子育てを支援するという未来

プランの考えを象徴するものと考えております。より多くの方々にＰＲし、広げていきたいと考

えておりまして、きょうお配りしておりますけれども、水色の青いチラシ、裏面がその宣言の用

紙になってございます。それから、子ども未来局のホームページからでも宣言できますので、委

員の皆様もぜひ取り組んでいただればというふうに思ってございます。 

続きまして、５ページでございます。 

重点課題１の成果指標になります。先ほどお話ししました子育てしやすいまちだと思う人の割

合の目標値を２２年度で６０％としたほか、札幌圏で育児休業を取得した人数、保育所待機児童

数、さらには新生児訪問指導を受ける人の割合、子育てサロンが開催されている地域の割合の成

果指標を設定してございます。 

続きまして、二つ目の重点課題の「未来を担う子どもが健やかに育つ環境の充実」でございま

す。 

 ６ページでございますが、こちらにも三つの柱を掲げております。 

一つ目の施策の柱でございますが、「学びの意欲を育てる学校教育の推進」でございます。教
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育環境の整備、内容の質的向上、学校と家庭、地域との連携を進めるという内容でございます。 

新規事業は６ページの一番上の事業でございますけれども、さっぽろ学校給食フードリサイク

ルと、７ページ目の中段にございます市立認定こども園の整備の二つでございます。それ以外は、

これまで学校等で進めてまいりました取り組みをさらに拡充していく事業となっております。 

次に、８ページでございます。 

「健やかな育ちの推進」でございますけれども、こちらは深刻な問題として社会的に非常に関

心が高くなっておりますが、いじめ、不登校、児童虐待の対応、または障がいのある子どもの教

育に関する事業になってございます。 

新規事業は、８ページの一番下にございます豊明高等養護学校における教育の充実と、次の９

ページの一番上にある地域小規模児童養護施設の整備を計画しております。このうち、地域小規

模児童養護施設の整備につきましては、未来プラン前期計画期間後になりますけれども、平成２

２年度に開設する予定となっております。 

また、前のページに戻っていただきまして、８ページの一番上の事業でございますが、児童家

庭支援センターにつきましては、未来プランにおきましては２１年度までに３カ所という目標で

ございますけれども、今回の計画では４カ所の設置を計画しているところでございます。 

続きまして、９ページをごらんください。 

施策の柱としまして、「自らが考え思いやりと豊かな心をはぐくむ環境づくり」でございます。 

子どもたちが生き生きと育つよう、さまざまな体験の場を設ける事業を計画しております。今

年度から来年度にかけまして、例えば子どものまち「ミニさっぽろ」事業のほか、４つの文化・

芸術体験事業を始める計画でございます。 

最後に、１１ページの２番目の重点課題の成果指標でございますが、それぞれの施策の柱に関

連しまして、家庭等において、自分の興味あることについて調べたり、勉強したりしている児童

生徒の割合、地域への授業公開校の割合、小・中学校におけます地域人材の活用人数、不登校児

童生徒の出現率、さらには児童会館で行われている事業の参加者数といった指標を設定しており

ます。 

以上、大まかな説明でございましたけれども、政策目標、「子どもを生み育てやすく、健やか

にはぐくむ街」の全体を見ますと、計画事業数で５４、事業費といたしましては約１２４億円を

予定してございます。 

初めにお話ししましたけれども、この第２次新まちづくり計画の政策目標１でございます「子

どもを生み育てやすく、健やかにはぐくむ街」につきましては、今年度も含めまして、あと残り

３年間残っております前期の子ども未来プランを追加、補強し、さらにまた重点化するものとし

たいと考えております。 

どうぞ、皆様方から貴重なご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 
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● 意見交換 

○金子座長 ありがとうございました。 

それでは、ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問をお願いいたします。 

いかがでしょうか。 

○濱田委員 私は、北海道労働局雇用均等室の濱田と申します。よろしくお願いいたします。 

私どもの仕事の関係は、まさしくワーク・ライフ・バランスの取り組みに非常にかかわるわけ

でございます。皆様方もご存じのとおり、次世代育成支援対策推進法の一つの柱は地域の行動計

画でありまして、もう一つの柱は企業がおつくりになられる一般事業主行動計画がございます。

その一般事業主行動計画の策定の促進をやっているところでございますが、新規事業といたしま

して、ワーク・ライフ・バランス取り組み企業応援事業をこれからなさるということでございま

す。 

現実の問題としまして、中小企業の方々が一般事業主行動計画を策定するということで、メリ

ットとしまして認定制度というものがあるのですが、実は、そのハードルがかなり高いのでなか

なか認定までいかないところが多いのです。そういうことであれば、せっかく企業でやられた行

動計画の策定をここの認証制度の一つの要件に取り入れていただいて、それだけではいろいろと

要件がおありかと思うのですが、一つの要件にしていただければ、中小企業の方々も全体として

の職場の環境の促進に資することができるのではないかと思っておりますので、その点をぜひご

検討いただけたらありがたいと思っております。 

それから、ここに書いてございますように、初めて育児休業者が出た場合の助成金というふう

になっておりますが、国も方もこういうことをやっております。ただ、いろいろな限界や限定が

ございますので、そこは上手に連携させていただいて、いい制度にしていだたければありがたい

と思っているところでございます。 

○金子座長 どうもありがとうございました。 

ほかにいかがでしょうか。 

○芝木委員 保育の関係なのですけれども、保育所の待機児は結構いるのです。満３歳から５歳

までの子どもだったら幼稚園に入れると思うのです。そして、預かり保育がありますから、その

預かり保育を利用しながらの幼稚園生活はできるのです。 

それからもう一つは、他都市で行われているのは、幼稚園の預かり保育で残る子どもを保育所

の一時預かりとしているところがあるのです。そうすると、幼稚園の大きな負担にもならずに行

うことはできるのです。そして、園数が多いということもあるので、割とやりやすいのではない

かと思うのです。たまたま、幼稚園と保育園を一緒にやっているところの先生は預かり保育は一

時預かりでやっているというところはあるのです。そういうところを考えても、一時預かりの子

どもたちを幼稚園でもということはできるのではないかというふうに思います。 

福岡市かどこかでは、保育所に入りたいという申し込みのところに、幼稚園の預かりの条件を

書いてあるという話を聞いております。 

 札幌市の１３４園中、９０％は預かり保育をやっております。そして、長期のお休みの間もや
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っているところがだんだんとふえてきております。ですから、私たちは、幼稚園といえども、お

盆とお正月しかお休みがないのです。ですから、そういうふうにうまく利用すれば、この達成す

るものというのはよくなるのではないかと思います。 

それから、認定こども園については、私立でもやろうとしている人たちはいるのですけれども、

私立幼稚園の中の認定子ども園というふうになると、施設が余っていてできるということころは

いいのですが、助成金が全くなくて、施設もつくって、それで認定こども園の１０名ぐらいを入

れようとしても、なかなか難しいのです。福祉法人をつくって、やるのだったらできるのだけれ

どもということがあるものですから、市立の認定保育園の整備・運営がどれぐらい大変かやって

いただいて、私たちも参考にしたいと思っております。 

○金子座長 特にご回答はよろしいでしょうか。 

○芝木委員 はい。 

○金子座長 どうもありがとうございました。 

ほかに、第２次札幌新まちづくり計画の中の「子どもを生み育てやすく」というところについ

て、いかがでしょうか。 

○貝塚委員 どうしても今住んでいる地域の話が例になってしまうのですけれども、こちらに放

課後の児童のことが載っていますが、例えば保育所であれば、広さに対して園児が何人、先生１

人に対して園児何人という決まりがあると思うのですけれども、児童クラブに対してそういった

決まりはないのでしょうか。 

新川西というのは、先ほど人数が満たないという話だったのですけれども、今、新川小学校に

行っている子の大多数が新川西から通っているのです。ただ、新川西に小学校をつくってしまう

と新川小学校が成り立たないので西にできないという話を聞きました。また新川西には児童館も

ありません。現在はイルカクラブという民間の児童クラブがあるのですが、とても狭いところに

７０名くらい在籍していると聞きました。また、その子どもたちが近くの公園を占領してしまう

ため、近所の子どもたちが遊べないような状況になっているとも聞きました。 

多分、預けられている子どもたちも、近所の子どもたちも大変という二重に大変な状況になっ

ていると思われます。ミニ児童会館の新設という事業の中に、「小学校区内に児童会館がなく整

備が急がれる地域について、ミニ児童会館を整備します」と書いてありますが、この事業にはこ

ういった地域も入っているのかどうか。それから、児童クラブを公立ではなく民間でやっている

場合にはきちんとした基準があるのか。皆さんはそれを確認し行っているのかというところが気

になります。 

そこは５時くらいまでらしいのですが、多分、５時というのは親御さんは帰っていらっしゃら

ない時間だと思うのです。１年生、２年生が５時までは児童クラブにいれたとしても、今だった

ら５時は暗いので、その時間帯になってから帰される方がもっと危ないのではないかと私は思い

ます。そういったことはどうなっているのかと思います。 

それから、先日、新聞で特定優良賃貸住宅の金額が子育て家庭には据え置きということで、す

ごくいいなと思ったのですが、以前、特定優良賃貸住宅を見たときに、全戸暖房がガスだったの
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ですね。光熱費は高くつくなと思いましたし、家賃も子育て支援というほど安くはなかったので

すが、例えば、今後、民間で建てたマンションやアパートを借り上げして優良賃貸住宅をふやし

ていくということは考えられているのでしょうか。 

○金子座長 多岐にわたりますが、答えられる範囲でお願いします。 

○事務局（三井子ども企画課長） 私からは、児童クラブ、ミニ児童会館等についてお答えいたし

ます。 

まず、新川西地区についてですが、先ほど学校の陳情の話もありましたけれども、非常に難し

い状況にあって、児童会館もないので、それも含めた要望が地域の方からあるということは十分

承知しているところです。 

そこで、この新まち計画にもありますし、さらに、この次の議題になります放課後子どもプラ

ンの中でも触れようと思っていたのですけれども、札幌市としては、ご承知のように、児童会館

を中学校区単位で整備してきておりまして、すべての整備が一たん終わっております。さらに、

今度は小学校区単位に目を移しまして、よりきめ細かい放課後児童対策をやろうという中で、小

学校区単位で見たときに、児童会館がないところを中心に優先順位をつけながらミニ児童会館の

整備を進めております。 

その優先順位の考え方として、当然、児童会館がない小学校区が第一優先であり、それが最低

条件なのですけれども、さらに、この次の区分けとして、放課後の留守家庭児童のための施設が

何もないところを優先しております。新川西の地区においてはイルカさんがあるということです

けれども、そういう民間の学童保育施設が何もない地域、これは空白校区と言っているのですが、

まず、そこをなくしていこうということで、今、最優先に整備を行っているという状況です。 

今回の２次新まち計画の中で、今、空白校区は２９あるのですけれども、そのうちの優先順位

が高い、本当にやらなければならないところ、規模が大きいとか、隣の校区の児童会館も非常に

使いづらい位置にあるという条件のところをまずつぶしていこうということで、最優先に１１校

で整備する予定です。 

その１１校につきましても、これまで余裕教室がなければ手を出せなかったというか、ミニ児

童会館整備ができなかったところも、今後は、余裕教室が出るのを待つのではなくて、本当に今

必要とされている空白校区は、学校の増築なり、別棟を建ててまでも早急に対応して、新たにそ

ういう取り組みを進めていこうと。 

空白校区の中でも、小規模な小学校区や、児童会館は隣の校区だけれども、実はすぐ近くにあ

るというところは、当然、優先順位は低くなるのですが、それ以外の空白校区については、全部、

新まち計画の中で整備していこうと考えております。 

一方で、民間の学童保育所はあるけれども、地域の状況、児童数等々を勘案して、これは早急

に整備しなければならないというところは、今後、初めて手を入れていこうというふうに考えて

おります。 

そんな中で、新川西は、今回の新まちの中では難しい状況なのかなというのが正直なところで

す。実は、札幌市内にはまだまだやらなければならない、優先度が高いところがいっぱいある中
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で、今後、新川西の地域の状況も見ながら考えてまいりたいというふうに思っております。 

２点目の広さの問題ですが、実は……。 

○金子座長 かなりローカルな話なので、簡単にお願いします。もう少し大事な、全体に渡るこ

とがあります。 

○事務局（三井子ども企画課長） 広さの話ですけれども、実は基準がございません。ただ、まさ

にタイムリーなのですが、最近、国からガイドラインというものが発表になりました。ガイドラ

インですから、目安です。それでは、１人当たり１．６５平米の広さを持つことが望ましいとな

っております。そういう意味で、（新川西地区にある）イルカさんがその基準に合っているかど

うか、今はわかりませんけれども、合ってないにせよ、一応、それは認められるということにな

って、改善の努力をしていくということになります。 

それから、５時までということです。それは、６時のところが圧倒的に多くて、５時のところ

も若干あるのは承知していましたけれども、イルカさんかどうかはわかりません。一応、基準は

ないのですけれども、一般的には６時までやっています。そして、最近では父母の要望により延

長も行っているところもあると聞いておりますけれども、まだ一般的ではないというのが現状で

ございます。 

○金子座長 ほかにございませんでしょうか。 

○品川委員 １点お伺いします。 

 １－１の子育てと仕事などの両立支援の中の多様な保育サービスの充実のところですが、たし

か、国の方では、待機児童解消に向けて保育ママに今年は力を入れるという話が最近あったと思

うのですけれども、札幌市の方では保育ママを導入する予定はございますでしょうか。 

○事務局（岡部保育課長） 保育ママにつきましては、国の動きも承知しております。 

札幌市におきましては、過去、同じような制度があって、それが平成８年くらいでなくなった

という経過も踏まえて、待機児童対策につきましては、認可保育所の整備を中心に行っていくと

いう基本路線でやっております。 

 保育ママにつきましては、家庭的保育事業ということで、保育の質をいかに保つか、安全面、

衛生面、緊急事態の対応がありますので、札幌市で家庭的保育事業をどう進めていくかというの

は今後の検討課題というふうに考えております。 

○金子座長 ありがとうございました。 

ほかによろしいですか。 

○事務局（北野住宅担当部長） 住宅担当部長の北野でございます。 

 先ほど貝塚委員から質問がありました特定優良賃貸住宅の関係ですけれども、設備的にガスが

多いというのは事実でございます。 

特定優良賃貸住宅自体の考え方が、市営住宅よりもちょっと高い中堅の部分という形でつくら

れた制度でございまして、家賃も基本的には高いということです。そして、今、札幌にある特優

賃住宅は７５％の入居率なのです。あいているところが多いわけですから、そこをあけておくよ

りは、基本的にお困りになっている子育て世帯について安く提供できないかというのが今回の制
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度でございます。 

ですから、最初は、たしか小学校卒業までの子育て世帯というとらえ方をしていたのですが、

この間、協議を進めまして、中学校卒業までという形で幅を広げてございます。ですから、中学

校を卒業されるまでのお子さんがいらっしゃる世帯についてはフラットの家賃になります。これ

は、普通ですと、毎年３．５％ずつ家賃が上がります。これは、国の制度でございまして、その

ルールなのですが、そうなりますと、やはり四、五年で出ていってしまうということも含めて空

き家率が非常に高くなるのです。そこを子育ての世帯の方に活用していったらどうかという考え

方です。光熱費の関係はありますけれども、家賃そのものはかなり安い状況になると思います。 

そこら辺の部分は来年度から本格的に進めたいと思っております。今現在、応募方法について

検討を進めておりまして、近々、公表されると思いますので、ぜひ応募についても皆さんと話し

合っていただければありがたいと考えております。 

○金子座長 ほかにございませんでしょうか。 

○長谷川委員 希望なのですけれども、一つずつばらばらにやっていったのではいろいろなもの

が進んでいかないと思うので、これをやりながら重ね合わせていく工夫をしていただいて、例え

ば、４カ月に全戸訪問した後にどうするのかということも含めて、有機的に結びつけて各事業が

進んでいくことを希望します。 

○金子座長 それは、今の段階では必ずしも十分ではないという認識ですね。 

○長谷川委員 そうです。 

○金子座長 私からも一つ要望があります。 

 資料１で札幌市の出生数が少なくなる、あるいは、合計特殊出生率が基本的には落ち込んでい

て、政令指定都市では一番ビリであるという認識がある中で、今までのご報告の多くはそれを余

り意識されていないような印象が非常に強いわけです。私たちがこれをつくったときは、もう少

し危機的な印象を強く持っていて、合計特殊出生率が政令指定都市でビリであることに対して札

幌市なりの取り組みをしましょうという意識が強かったのですが、今までのご説明を聞いて、あ

るいは、資料を拝見していると、事業はふえているけれども、その先は余り意識していないとい

う印象が強いのです。 

例えば、新まちづくり計画の政策目標１を悪くとると、これは子どもが少ない方がずっとはぐ

くみやすいというふうにだってとれるわけです。ですから、最初に出生の動向を述べて、問題意

識としては、札幌市はジリ貧であるということを子ども未来局の中で認識されているのであれば、

それに向けて取り組む事業を取捨選択しなければいけないと思います。ほとんどこれに無関係と

思われるような事業が多過ぎるような印象があります。 

ですから、今後、こういうことをずっとやっていって、導入の部分で合計特殊出生率が下がっ

ているというようなお話をいただいても、今までの政策の中身、あるいは事業の中身が整合して

いないのではないかという印象が強いので、ぜひ、そのあたりを含めてお考え直しいただきたい

というのが私の感想です。 

これは、特にお答えは必要ありません。 
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それでは、もう時間も過ぎておりますので、札幌市放課後子どもプランの推進について、手短

にご説明をお願いいたします。 

 

● （仮称）札幌市放課後子どもプランの推進について 

○事務局（三井子ども企画課長） 最後の議題になります札幌市放課後子どもプラン実施計画につ

いて、簡単に説明させていただきます。 

資料４を使って説明させていただきます。 

まず、Ａ３の資料の左側の方から説明させていただきます。 

放課後子どもプランという活字をごらんになった方が多いかと思いますけれども、これにつき

ましては、今年度から国で力を入れてスタートさせている事業でございまして、その概要はここ

にまとめているとおりです。 

簡単に申し上げますと、放課後子どもプランというのは、冒頭に書いてありますように、教育

委員会と福祉部局が連携を図り、すべての小学校区で放課後の子どもの安全で健やかな活動場所

を確保し、総合的な放課後児童対策として実施すると。つまり、子どもの放課後の居場所づくり

を教育委員会と福祉部局が連携して小学校区でやっていくのが目的、目標というものでございま

す。 

実は、この放課後子どもプランの中身は二つの大きな柱で成り立っておりまして、それがこの

表でございます。 

右の表からご説明しますが、放課後児童健全育成事業、厚生労働省となっておりますけれども、

これは、いわゆる留守家庭の児童対策ということでございます。厚労省が所管している放課後の

留守家庭児童のための施策が一つの柱でございます。 

もう一つの柱が、左側の文科省の放課後子ども教室推進事業です。こちらは、まさに新しく全

国的に展開しようとしているものでありまして、ご存じのように、厚労省の留守家庭児童対策に

ついては既に進められております事業で、文科省の新たな教室事業と一体、連携して行うのが放

課後子どもプランということになります。 

教室推進事業の趣旨の方に、すべての子どもを対象として、安全・安心な子どもの活動拠点を

設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちとともに勉強やスポーツ、文化活動、地域住民との

交流活動等の取り組みを推進するということで、こちらはまさにすべての子どもが対象です。厚

労省の方は留守家庭児童のみが対象ということですが、より幅広い対象、すべての子どもが対象

となる事業が教室事業の特徴になります。 

もう一つの特徴は、文科省の事業でございますので、場所は放課後の小学校を活用することを

基本とするということでございまして、放課後の教室、多目的室、体育館を含めて、そういう学

校施設を利用して、地域の方々の参画を得て、地域と一体となって進める事業を想定していると

いうことでございます。ただし、いろいろな学校が使えない場合は児童会館等を活用してもいい

というふうになっているところです。 

次に、その下の札幌市の現状とこれまでの課題、方向性というところでございます。 
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 まず、右側の留守家庭児童対策ですが、放課後児童健全育成事業につきましては、皆さんご承

知のように、児童クラブがあります。これは、児童会館やミニ児童会館において留守の子を対象

とした事業をやっておりまして、その会場数、施設数は１４３カ所にも及んでおります。札幌市

の留守家庭児童対策の柱として、現在、児童クラブを展開しております。 

そのほかに、学校施設方式と言いまして、留守の子だけを対象にした学校内の教室を使った事

業、これは今年度いっぱいをもってミニ児童会館で行う児童クラブの方に転換になりますけれど

も、そういう方式がまだ７カ所ございます。 

さらに、民間施設方式児童育成会ですが、これは、いわゆる民間の学童保育所でございまして、

そちらに対する一定要件を満たした場合の助成を札幌市として行っております。 

現在、この３方式によって留守家庭児童対策が行われているところです。 

一方、文科省所管の放課後子ども教室推進事業ですけれども、先ほど、今年度からの新たな事

業ということをご説明いたしましたが、ここに書かれていますように、札幌市の場合は、既に児

童会館やミニ児童会館において、まさに留守の子もそうでない子もあわせて全部の子どもたちを

対象にした放課後の居場所づくりということで整備を進めておりまして、いろいろなソフト事業

を展開しているところでございます。 

ですから、今回の放課後子どもプランという意味においては、既に札幌市としては対応をして

きているものでございます。ただ、一方で、今回、国が言っている事業からすれば、まだまだ若

干足りない部分、充実させる部分があるのではないかという認識でいるところでございます。 

次に、右側に移りまして、国では、ただいまご説明しました放課後子どもプランの確実かつ効

率的な推進に向けて、市町村に対して事業計画をつくりなさいというふうに求めております。こ

の要請にこたえるものとして、現在、我々の方で放課後子どもプランの実施計画の策定を進めて

いるところですけれども、この資料の右半分が検討中の案の概要になりますので、こちらに沿っ

て簡単に説明させていただきます。 

まず、札幌市の基本的な考え方と対応ということですけれども、今、若干ご説明しましたよう

に、札幌市としては、文科省の新規事業である子ども教室事業を既にやってきていることもあり、

これからは、さらに内容の充実を図ることによって効果的な事業にしていきたいと考えておりま

す。さらに、先ほど来、ちょっとご説明いたしましたけれども、今後、ミニ児童会館の整備を進

めて、児童クラブを開設することによって放課後子どもプランが推進されていくということなの

で、これまでの方針に従って、さらに拡充、充実を目指して事業を進めていきたいというふうに

考えております。 

放課後子どもプランの計画概要案をここに若干載せておりますけれども、今ご説明したように、

ハード的な面というか、居場所を確保する取り組みという意味では、ここに挙げました四つ、ま

ず児童会館の活用は今までどおりやっていくということと、さらに、ミニ児童会館をこれからど

んどん整備していきたいということです。これを進めることによって、教室事業と留守家庭児童

の対策を一体的に実施できるようになりますので、こちらに力を入れてまいりたいと考えており

ます。 
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あとは、モデル事業の実施とありますけれども、これは、児童会館、ミニ児童会館の整備がな

かなかできないでいるところに対しても、ミニ児童会館ができるまでに何らかの手段で居場所が

確保できないかというような事業にも取り組んでみたいということです。 

さらに、地域活動推進事業の活用となっております。これは、現在、教育委員会生涯学習部の

方で実施している事業なのですけれども、地域と学校の連携事業ということで行われているもの

を、子どもたちの放課後の居場所づくりとしてその事業を充実できないかということで、今、教

育委員会と私どもの方で協議をして、連携していくことにしております。 

その次の表ですが、いわゆるソフト的なものとして、３点ほど取り組みを上げております。 

まず、地域の連携ということで、今現在の札幌市の児童会館なりミニ児童会館なりの事業とし

てもっとやっていく余地があるのではないかと考えておりますので、そこに力を入れていきたい

ということです。 

 次に、学習支援の充実ということで、今回、子どもプランで国が示している中では、遊びとか

交流とか体験の場のほかに学びの場もぜひ進めてくれということになっていますが、今、札幌市

の事業としてはそこの部分が若干弱いという評価のもと、新たに学習支援の充実にかかわるいろ

いろな取り組みを、これも教育委員会の力をかりながらやっていきたいと考えております。 

さらに、これはこれまでの方針と変わりませんけれども、留守家庭への配慮ということで、留

守家庭児童対策をクラブを開設することによって鋭意進めるとともに、先ほど来、面積の話もあ

りましたけれども、そんな課題にも対応していきたいというふうに考えております。 

この放課後子どもプランの計画期間としては、国としては２１年度までの計画を想定していま

すけれども、札幌市としては、先ほどご説明した２次まちづくり計画が既に策定される予定です

ので、それにあわせて２２年までの期間としたいということでございます。 

この推進に向けては、もちろん、教育委員会と子ども未来局がプロジェクトをつくるなど連携

して推進していきたいと考えているところです。 

最後に書かれている放課後子どもプラン推進委員会についてですけれども、国においては、プ

ランの実施計画策定とか、実施事業の評価、検証、活動プログラムの企画などについて、推進委

員会という組織において検討、協議することを求めております。つまり、行政単独ではなくて、

学校関係者や社会教育関係者、福祉関係者、学識経験者などの意見を聞きながら策定、実施して

くださいということです。 

そこで、本市の実情に照らした場合、そもそも放課後子どもプランへの対応は、今ご説明した

ように、既に基本的な部分は対応できておりますので、今後は既存の施設整備や事業の強化、充

実などを進めてまいりたいということから、本市の場合、既に子ども未来プランの中に、ミニ児

童会館等を含めた今後も引き続き取り組むべき事業が盛り込まれておりますし、さらに、先ほど

説明したように、第２次新まちは居場所づくり事業の補強重点化も行っております。 

そこで、推進委員会では、当協議会において本市の次世代育成支援対策の推進について広く協

議をいただいておりまして、特に、放課後子どもプランを構成する各種事業を含んでおります子

ども未来プランの進捗管理や事業の検証、評価を担っていただいております。加えまして、国が
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想定する推進委員会の委員構成も全く一致しているということもございますので、まことに勝手

とは存じますけれども、当協議会に子どもプランの推進委員会の役割も兼ねていただくのが最善

ではないかということで、本日、この場をおかりしまして、計画案の概要についてご説明をさせ

ていただいたところです。 

まず、この点をご理解いただいた上で、この概要につきましてのご意見等があればちょうだい

したいと思います。 

また、いただいた意見等を参考に、今後、実施計画の策定作業を進めてまいりまして、今年度

中に公表したいと考えておりますけれども、案が固まりましたら、また何らかの形で皆様方にご

確認をいただきたいというふうに考えております。 

以上でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 

● 意見交換 

○金子座長 二つありまして、一つは、内容についてのご意見、ご質問がございましたらお出し

くださいということと、もう一つは、この次世代育成支援対策推進協議会が推進委員会を兼ねる

ということに対してのご判断をお聞かせくださいということです。 

いかがでしょうか。 

○長谷川委員 本筋からちょっと外れるかもしれませんけれども、現場というか、親子の姿を見

て思うことがありますので、お話ししたいと思います。 

放課後に子どもが一人でいる状況にということは、実は登校前もそういう状況にあるのです。

子どもが学校に行く時間と親が会社に行く時間の差があり、子どもがかぎをかけて出ていくとい

うことがあるのです。 

先日も、３年生の子どもだったのですが、親が出てから子どもが嘔吐とげりになってしまって、

親に電話をして、私たちのやっている事業の方に親から電話があって、どんなに心細い思いをし

ていただろうと思って、４０分後ぐらいに駆けつけることができたのです。だから、学校に早く

預ければいいとか、そういうことを私は言いたいのではないのですけれども、本当にそういう中

で子どもが育っているということに、もう少しみんなで想像力を働かせなければいけないのでは

ないかと思っております。 

ですから、放課後に子どもがこういうケアが必要であるということは、ひょっとしたら、登校

する前も何らかの小さな思いやりが積み重なっていくようなことがないと、札幌市が子育てをし

やすいまちに、日本が子育てをしやすい国にならないのではないかと思います。そういうことを

お伝えする場所がなかなかないので、ここで言うのがいいのかなと思っていたのですが、そうい

うこともあるということを伝えておきたいと思います。 

○金子座長 推進委員会のことはいかがですか。 

○長谷川委員 放課後というふうについていますけれども、ここで話すことはいいと思います。 

○金子座長 特にご回答はよろしいですね。 

○長谷川委員 はい。 
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○金子座長 大幅に時間を超過しておりますが、委員の方はいかがですか。 

内容もそうですが、推進委員会をここで兼ねていいかどうかということについてのご意見あれ

ばお出しください。 

○品川委員 それは、ここの委員が合意すればいいという問題なのでしょうか。新たに召集しな

ければならないということはないのですか。 

○事務局（三井子ども企画部長） ここの場で皆さんが賛同いただければということです。 

実は、この推進委員会は、厳密にかちっと組織化してつくれということではなくて、いわゆる

先ほど言いました教育関係者、学識経験者、福祉関係者などの意見を聞く場を設けながらやりな

さいということです。そういう意味では、まさにこの構成メンバーがぴったり当てはまりますし、

内容も子ども未来プランに含まれた事業ということで、オーバーラップしますので、お願いした

いというご提案でございます。 

○金子座長 そういう趣旨であるということですが、よろしいですか。 

では、きょう参加した委員の方々はよろしいのではないかというご意向のようでございます。 

内容的にはいかがでしょうか。 

○芝木委員 私もよくわかっていないのですが、こういうものの理事になっているのですね。 

 よくわかっていなくて仕事をしているのですけれども、先ほど貝塚委員からも出ていました時

間の問題や、幼稚園の場合も、親が仕事に行く前に預けていくといって、７時４５分から来たり

するのです。だから、学校でもそういうことはあると思うのです。そのときに、子どもたちがど

ういうふうにするのか、何時にならなければ戸があかないと言ってしまうのか、早い時間に登校

しているというふうに扱うのか、そういうことまでも含めて、これに入る前にもいろいろな話が

ありましたので、私たちのところで検討するということはいいのではないかと思っています。 

 決め細やかにしていく、ニーズに合ったものにしていくためには、どういうふうにしたらいい

のかということを、この中で「そうですね」となかなか言い切れないのですけれども、具体的に

考えていかなければいけないことなのだろうと思います。 

○金子座長 ありがとうございました。 

貝塚委員はよろしいですか。 

○貝塚委員 今回、どうしても特定の地域を出しての話になってしまいした。たまたま引っ越し

をして、地域によってすごく差があることを実感しての話になりましたけれども、サービスを受

けられる人、受けられない人の差がない、事業の数だけがふえていくのではなくて、本当に小さ

いことからでいいですから、これからは地域差がなくなっていけばいいなと思いました。 

○金子座長 濱田委員はよろしいですか。 

○濱田委員 特にありません。 

○金子座長 それでは、もう時間なので、議事（１）（２）（３）についてのご説明と審議はこ

れで終わらせていただきたいと思います。 

その他、何かございませんでしょうか。 

○事務局（三井子ども企画部長） 事務局からご提案があります。 
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 時間が押しておりますけれども、せっかくお集まりいただいておりますので、今月２日の北海

道新聞に、座長でございます金子教授の少子化対策にかかわる調査、分析の記事が掲載されまし

た。これは、非常に興味深いもので、ごらんになった方もいるかと思いますけれども、ぜひ、こ

の機会に金子座長からご紹介いただければと思っております。 

○金子座長 今日は当初の時間をオーバーしておりますので詳しくは申し上げられませんが、趣

旨としては、きょうの資料でいいますと、資料３－２の３ページの地域での子育て支援というと

ころを充実させていくためには何が必要かということを、北海道の富良野と白老と伊達という比

較的小さなところと、比較の対象として６０万人の県庁所在地である鹿児島市で同じで調査票で

調べてみました。 

いろいろと事業はやらないよりはやった方がいいでしょうけれども、先ほど申し上げたとおり、

どうしてこういう協議会をつくったかというと、とにかく札幌市は政令指定都市の中で合計特殊

出生率が著しく低いという実態があります。北海道も昨年度でいうと東京都に次いで低いので、

どうして低いのかというところをまず念頭に置かなければいけないのです。事業を増やしても、

事業は増えたけれども、合計特殊出生率は下がりしましたというトレンドが日本全国でずっと続

いているのです。都道府県でも市町村でもです。 

恐らく、予算もたくさん使って、国のレベルで言うと合計して１兆円ぐらい使っているのです

が、それでもほとんど歯どめがきかないということは、コンセプトがどこか間違いではないか、

あるいは、事業が合計特殊出生率が下がるという意味での少子化に対応していないのではないか

という問題意識をかねてから持っていたので、違うような調査設計をしてやりました。 

その結果は、北海道新聞の記者の方にお願いして載せてもらったのですけれども、今、表紙と

第６章が載った１枚物が行っていますが、その本の中でもっと詳しく論じています。第６章は、

特に北海道と札幌がなぜ低いのかということで、少なくとも学校教育や福祉だけではなくという

ところから、もう少し広いところで原因を追究して、どうするのかという話をしております。こ

れは言い出したら切りがないのですけれども、そのような立場からも北海道や札幌の少子化ある

いは合計特殊出生率の低さに対して取り組むような問題設定ができるということだけをお話しし

ておきたいと思います。 

北海道新聞のグラフを一つの成果としてごらんになって、同じ北海道といっても随分違うとい

うことと福祉や教育だけで、この問題は片づかないということも含めてのご説明ということにさ

せていただきたいと思います。 

それでは、本日は議事が三つありましたが、これで終わりとさせていただきます。 

 

４．閉  会 

○金子座長 それでは、これで第１回協議会会議を閉会させていただきます。 

長時間、どうもありがとうございました。 

 ご苦労さまでございました。 

以  上 


